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１．はじめに

沖縄県は 、 首里城の復旧並びに首里城に象徴され る琉球の歴
史 ・ 文 化 復 興 を 沖 縄 振 興 に つ な げ る た め 「 首 里 城 復 興 基 本 計
画 」 （ 以 下 、 「 復 興 基 本 計画 」 と い う 。 ） を 策 定 し 、 そ の 取 組 を 推
進する こ と と し てい る 。

こ の た め 、 県 は 、 取 組 の 課題及び 施策の方向性 に つ い て 有識
者 か ら 意 見 を 聴取 す る た め 、 令 和 ２ 年 ８ 月 26 日 、 「 首 里 城 復興
基 本 計 画 に 関 す る 有 識 者 懇 談 会 」 （ 以 下 、 「 本 懇 談 会 」 と い
う 。 ） 、 個 別事項 を集中的に議論 ・ 検討 を行 う 『 「 新 ・ 首 里杜構想
検討部会 」及び 「 琉球文化継承 ・ 振興部会 」 』 （ 以下 、 「 部会 」 と
い う 。 ） を設置 したものである 。

本懇談会及び部会は 、 短 、 中 、 長期的展望に立 った効果的 ・計
画的な施策のあ り方について 、 ９ 月 14 日 に部会を含めた第 1 回
会 議 に 始 ま り 12 月 23 日 ま で 、 延 べ ６ 回 の 議 論 を 重 ね 、 意 見 等
し て き た 。 ま た 、 令和 ３年 2 月 ８日には 、 第 ３ 回本懇談会におい て
最 終 的 な 議論 ・ 検 討等 を 行 い 、 本 懇 談 会 の 意見等 の 趣旨 は 、 概
ね復興基本計画に反映されてい る こ と を確認した 。

本 懇 談 会 及 び 部 会 に お い て は 、 首 里 城 復 元 過 程 の 公 開 や 県
民参加型の復興 、 い わゆ る 「 見 せ る復興 」 の観点か ら も取 り組 む
必 要性 や 、 各 施 策 の実施 に 必 要 と な る 県 民 等 と の 連 携 ・ 協 働体
制の確認及び構築が喫緊の課題である との意見があ った 。

ま た 、 「 ま ち づ く り 10 年 、 風景づ く り 100 年 、 風土づ く り 1000
年 」 と の発言に関 し 、 風土 と は 、 自然 、 気候 、 地勢のみな らず建造
物等の 多 く の 要 素 を 含 む 一定地域 の あ り 様 を 示 し 、 文 化形 成等
に影響を及ぼす も の と し て 捉 え る こ と がで き る 。 こ れ は 、 ま さ に沖
縄県が目指す 「 首里城に象徴される琉球の歴史 ・ 文化復興 」が 、
相 当 の 期 間 に わ た り 取 り 組 ま れ て い く も の を 示 唆 す る も の で あ
り 、 本 懇 談 会 の 総 意 は 、 県 が 決 意 と 覚 悟 を 持 っ て 首 里 城復 興 に
取 り組んでい く こ と を望むものである 。

さ ら に 、 長 期 的 視 点 の 下 、 短 、 中 、 長 期 、 そ れ ぞ れ 段 階 を 踏 ん
で取 り 組 む 必 要が あ る 課 題 、 特 に 、 文 化財 を 含 む 美術工芸品等
の 修 復 ・ 保 全 へ の 取 組 と と も に 、 県 内 各 地 に 散 在 す る 美 術 工 芸
品等の管理の あ り 方等 を 問 う 意見 は 、 今 後 の沖縄全体に係 る文
化行政に一石を投じ る もの と考え る 。

以 上 を 踏 ま え 、 こ の 「 議 論 結果の報告 」 に お い て は 、 特 に 重要
な 事 項 を 挙 げ る 「 総 括 」 並 び に 「 基 本 施 策 の 推 進 に あ た り 留 意
す べ き 事 項 」 と し て 、 取 り ま と め た と こ ろ で あ る 。 県 に お い て は 、
本懇談会の議論結果を 、 復興基本計画に係る取組の実施にあた
っ て の心構 え ・ 指 針 と し て 捉 え 、 着 実 な推進 に向け必要な措置を
講じ るなど 、適切に対応していただきたい 。



*１ 首里城復興の基本的な考え方（令和元年 12月 26日沖縄県発表）

*２ 沖縄県と内閣府沖縄総合事務局は、沖縄県が調達するとした「首里城正殿復元工事に用い

る大径材」のうち、「向拝柱」と「小屋丸太梁」について、石垣市及び国頭村から調達するこ

とを令和２年９月 30日付けで変更合意した。

*３ 平成の復元において大龍柱の石材は、与那国町から調達した。今回の復元にあたっての調

達先は調査中（令和３年２月現在）である。
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２．総 括

沖縄県が策定 す る今般の復興基本計画は 、 「 万 国津梁 （ 世界
の 架 け 橋 ） と し て 独 自 の 発 展 を 築 い て き た 琉 球 の 象徴 で あ る 首
里 城 を 捉 え 、 そ の 復 元 は も と よ り 、 首 里 城 に 象 徴 さ れ る 歴 史 ・ 文
化 の復興 」 *１へ の取組の方向性等 を体 系的に定め 、 計 画的 な推
進を目的と し てい る 。

ま た 、 復 興 基 本 計 画 は 、 首 里 城 に 象 徴 さ れ る 歴 史 ・ 文 化 の 価
値 を 確 実 に 次 世 代 へ 継承 し 、 そ れ ぞ れ の 時 代 に ふ さ わ し い 新 た
な文化創出 な ど 、 沖 縄発展の礎 と し て の首里城復興 を未来 を見
据え 、 県民 は じ め多 く の人び と 、 関 係行政機関を含めた様 々 な主
体間で共有 ・ 連携 ・ 協働 し て 、 段階的かつ継続的に取 り組んでい
く旨 、明記 し てい る 。

本 懇談 会 は 、 上 記 ２ 点 を 県が 首里城復興 に 取 り 組 ん で い く 際
の 本 質 的 な 視 点 と 捉 え 、 次 に 示 す ５ 項 目 を 特 に 重 要 事 項 と し て
整理した 。

（１）復興基本計画の各施策の展開にあたり、県内各地域・県民等の参加による
首里城復旧、文化復興の機会を創出していく必要がある。

今 回 の 首 里城復旧 ・ 復 興 は 、 国 内 外で世代 を超 え た 人び と の
関 心 と と も に 、 復 旧 は も と よ り 、 首 里 城 に 関 連 す る 各 地 や そ れ ぞ
れの歴史 ・ 文 化的活動及び行催事 など 、 何 ら か の 形で復興に関
与 し た い と い う 思 い （ 参 加 意 欲 ） は 高 い も の が あ る 。 こ れ ら 関 心
と 意 欲 を 継 続 さ せ る 仕 組 み づ く り が 、 極 め て 重 要 で あ る 。 こ の た
め 、 県 は 、 各 施 策 の 事 業 化 の 段 階 か ら 県 民 等 の 参 画 と 共 に 、 例
え ば 、 首 里 城 復 旧 ・ 復 元 に 県 内 各 地 の 伝 統 工 芸 等 技 術 者 の 活
用 、 「 首 里城正殿の復元 に使用 す る用材 」 *２の切 り 出 し や 「 大 龍
柱の石材 」 *３運び出 し に当 た り 、 現 地及び首里城にお い て 、 各 地
の伝統芸能等も合わせた県民等参加によ る儀礼 ・ 行催事等を実
施 す る な ど 、 県 内 各 地域 等 と 一 体 と な り 県 民 等 が参 加 す る 仕 組
みづ く り に 努 め 、 各 種事業 を積 極的 に推進 し て い く 必 要が あ る 。



*４ 2020年３月 27日、国が首里城復元のための関係閣僚会議において策定。
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（２）北殿及び南殿等を含めた首里城公園を一体として捉えた利活用のあり方に
ついて、沖縄県が中心となり県民等参画の上で検討し、国と連携し整備等を
推進する必要がある。

首 里城正殿を始め 、 北殿及び南殿等の城郭内施設は 、 国が主
導 し て復旧 され る こ と に な っ て い る 。 と こ ろ で 、 歴 史的資料を基に
施 設内部 も 含 め て 厳 格 に 復 元 さ れ る 正 殿 と 異 な り 、 北 殿 及 び南
殿 は外観 の復元が中心で あ る 。 両 施設 の復旧 につ い て は 、 両 施
設 が 果 た す 役 割 ・ 機 能 等 を 踏 ま え 、 「 首 里 城 正 殿 等 の 復 元 に 向
け た 工 程 表 *４ 」 に 従 い 、 今 後 、 決 定 さ れ て い く も の と 承 知 し て い
る 。 こ れ に 関 し 、 県 が 中 心 と な り 、 関 係 団 体等 を 含 む 県民等 と 連
携 ・ 協働 し 、 北殿及び南殿等城郭内施設に加え 、 中城御殿跡 、円
覚寺跡 や玉陵等 を含 めた 首里城公園 を面 と し て 捉 え 、 全 体的 な
機 能 、 活 用 方 法 の 検討 を 行 い 、 県 民 等 参画 に よ る 首 里 城復 元 ・
整備等を国と連携して取 り組んでい く必要がある 。

（３）文化財を含む美術工芸品（以下、「美術工芸品等」という。）の修復等に係る
県内環境の整備及び県内各地に所在する首里城関連の美術工芸品等の管
理のあり方等について、沖縄県がリーダーシップを発揮し、総合的に検討し、
取り組んでいく必要がある。

今 回の火災で被災 した漆器類の修復に関 し 、 高度な修復技術
を持つ人材 は国内 を見 て も 限 ら れ る こ と か ら 、 そ の 修復 は 、 長 期
的 な 取組 に な る と 推 測 さ れ る 。 ま た 、 国 内外 、 特 に 国 外 に 所在 す
る沖縄関連美術工芸品等につい ては 、 修復等が必要な ものが少
な く な い と さ れ て い る 。 こ れ ら を 背 景 に沖 縄県 は 、 復 興 基本計画
におい て 、 漆 芸等技術者の育成 ・ 確保や美術工芸品等保存修復
技 術 の 習 得 に 関 す る 体 制 整 備 、 沖 縄 関 連 美 術 工 芸 品 等 の 修 復
環 境 の 将 来 的 な 整 備 を 見 据 え 、 条 件 を 整 理 し て い く 等 に 取 り 組
むこ と と し ている 。

こ の 上 で 、 第一 に 、 美 術工芸品等保存修復技術の習得に は相
当 の 期間 を 要 す る こ と を 踏 ま え 、 長 期 的 視 点 に 立 ち 県 立芸 術大
学等 と連携 ・ 協働 した人材育成及び研究基盤の構築に段階的に
取 り 組 み 、 将 来 的 に は 美 術 工 芸 品 等 の 修 復 を 沖 縄 県 内 で 一 元
的 に行 え る よ う 、 課 題 や条件整備等 を検討 し て い く 必 要が あ る 。

第 二 に 、 一 般 的 に美術工芸品等の管理は 、 そ の 所有者が行 っ
て お り 、 例 えば 、 国宝 「 琉球国王尚家関係資料 」 は那覇市が所有



*５ 昭和 59 年（1984 年）、沖縄県が「首里城公園基本計画」の中で「首里杜構想」として、

首里城を中心とした首里のまちなみ保全を示したもの。

*６ 首里杜構想で定義する首里杜地区内にある６つのまちづくり団体によって令和２年６月に

設立。まちづくりの調査・議論やシンポジウム等の活動を通して、地域住民の意見を集約し

ている。
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・ 管 理 し 、 国 指定重要文化財 「 銅鐘 （ 旧首里城正殿鐘 ） 」 は 沖縄
県が所有 し 、 県 立 博 物館 ・ 美 術 館 が管理 し て い る 。 さ ら に 、 県 指
定 文 化 財 に つ い て 、 多 く は 市 町 村 を 始 め 個 人 が所 有 ・ 管 理 等 し
て い る 。 ま た 、 被 災 し た 美 術 工 芸 品 の 多 く は 一 般 財 団 法 人 沖 縄
美ら島財団が所有 ・ 管理 し 、 現在 、 修復にあた っ て い る 。 一 方 、 復
興基本計画は 、 首里城に関連す る美術工芸品等の展示 ・ 収蔵等
す る機能 も含め中城御殿跡の復元 ・ 整備 を検討 ・ 実施す る こ と と
し て い る 。 こ の た め 、 県 は 、 首 里城 に関連 す る 美術工芸品等の一
元 管 理 等 の あ り 方 に つ い て 、 リ ー ダ ー シ ッ プ を 発 揮 し 、 専 門 家 、
関 係 者 ・ 機 関 等 を 含 め た 総 合的 な 検討 ・ 論 点 整 理 を 行 い 、 条 件
を整備してい く必要がある 。

な お 、 平成の首里城復元及び今般の復元に係 る様 々 な資料等
を一元的 に収集 ・ 管 理 す る こ と は 、 後 世 に記録 を引 き継いでい く
観点か ら も 重要であ り 、 県 は 、 主 体的に国等関係者へ働 きか け 、
一元化に取り組んでい く必要がある 。

（４）新・首里杜構想の下、沖縄県が中心となり、地域住民を含めた推進体制を確
立し、それぞれの役割分担及び連携・協働して、生活と調和のとれた歴史・文
化を体現できる環境（まちなみ）整備を着実に推進していく必要がある。

沖 縄県及び那覇市等では 、 「 首 里杜構想 」 *５の下 、 35 年 以上
にわた り 様 々 な取組が実施 され て き た 。 こ の首里杜構想は 、 首里
城 城 郭 内 、 そ れ を 取 り 囲 む 城 郭 外 の 首 里 城 公 園 、 さ ら に そ の 外
苑 の 首 里 の ま ち な み の 三 重 構 造 で 成 り 立 っ て い る 。 し か し な が
ら 、 そ れ ぞ れ に お い て 多 様 な 主 体 が 関 係 し 、 そ の 連 携 等 の 体 制
や 、 城 郭外公園内 も含めた文化財等の整備及び ま ち な み に関 す
る 取組 は 、 必 ず し も 十分 と は言 え な い も の だ っ た と 指 摘 せざ る を
得ない 。 こ の ため 、 復興基本計画に基づ く新 ・ 首里杜構想の推進
にあた っ て は 、 県が中心 とな り 、 地域住民 、 首里杜地区まちづ く り
団体連絡協議会 *６等 、 事 業者 、 那覇市及び国等関係機関 と の体
制 を構築 す る必要が あ る 。 加 え て 、 体 制 を 確実 に機能 さ せ る こ と
で 、 そ れ ぞ れ の 役 割分担及 び連携 ・ 協 働 し て 計画 的 か つ着実 な
推進に向け取 り組む必要がある 。



*７ 沖縄県は、一日も早い首里城火災からの復興を願う国内外からの寄附金の活用について、

令和２年７月 30日に「沖縄県首里城復興基金の活用に関する方針」を策定。
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（５）国との連携・支援を含め、首里城復興基本計画を着実に推進していく仕組み
づくりが必要である。

第 一に 、 復興基本計画は 、 首里城正殿等の復元工程及び新た
な 沖 縄振 興計画で目 さ れ る 期 間 を 踏 ま え 、 令 和 ２ 年 度 か ら 令 和
13 年 度 （ 2031 年 度 ） ま で の 12 年 計 画 に な っ て い る 。 し か し な
が ら 、 復 興 基 本 計 画 は 、 「 正 殿 等 の 早 期復 元 」 の み な ら ず 、 「 文
化財等の保全 、 復 元 、 収 集 」 及び沖縄の歴史及び文化の再評価
と 普 遍 的価 値 の 再発 見 に よ る 新 た な 文 化創造 、 い わ ゆ る 「 琉 球
文化のルネサ ン ス 」 等 を目指 し て お り 、 そ の施策成果の発現には
相当期間が見込 ま れ 、 長 期的視点 を持 っ て 順次課題 に取 り組 ん
で い く 必 要 が あ る 。 こ の た め 、 本 復 興 基 本計 画 は 第一 期 の 取 組
と位置づ け 、 適宜 、 復興基本計画 を改定 し 、 戦 略的に第二期 、 第
三期と継続して取 り組んでい く必要がある 。

第 二 に 、 県 に お い て は 、 新 た な沖縄 振興計画 に復興基本計画
の基本施策 を反映 さ せ 、 そ の 実施計画の取組におい て進捗管理
を行 う と し て い る 。 ま た 、 こ の こ と は 、 復 興基本計画の基本施策を
国 の 沖 縄 振 興 策 の 一 つ と し て 位 置 づ け 、 そ の 推 進 に 関 し て 国 と
の 連 携 及 び 国 か ら の 各 種 支 援 の 根 拠 と な る も の 、 と 期 待 し て い
る 。 そ の 一 方 で 、 首 里 城 復 興 は 、 新 た な 沖 縄 振 興 計 画 の 期 間 を
超 え る 長 期 に わ た り 取 り 組 ま れ る 事 項 も 含 ん で い る こ と か ら 、 そ
の 推 進 に あ た っ て は 、 沖 縄 振 興計画 の 評価 の 枠組 み に と ら わ れ
ず 、 よ り実効性のある進捗管理に取 り組んでい く必要がある 。

第 三 に 、 県 は 、 沖 縄 振 興 制 度 に 加 え て 、 多 様 な 財 源 の 確 保 も
含め その他各種制度を積極的に活用 し 、 復興基本計画を効果的
に 実 施 し て い く 必 要 が あ る 。 ま た 、 県 は 、 国 内 外 か ら こ れ ま で に
寄せ ら れ た 寄附金 につ い て 、 首 里城正殿の木材 ・ 赤 瓦調 達や大
龍柱等城郭内施設の復元に活用 *７す る と し て い る 。 一方 、 復興基
本計画は 、 中 城御殿跡 、 円 覚寺跡等重要 な文化財の整備 、 琉 球
王朝時代 よ り 継 承 さ れ る伝統技術 ・ 技 能 の さ ら な る 蓄積 ・ 向 上 、
担 い手の育成 、 琉球文化の普遍的価値の再認識など 、 城郭外に
係 る 様 々 な 取 組 が 掲 げ ら れ て い る 。 こ れ ら 文 化 復 興 に 関 す る 取
組 に 関 し 、 「 中 城 御 殿 跡 や 円 覚 寺 跡 等 歴 史 ・ 文 化 施 設 等 の 整
備 」、「復 興 基 本 計 画 に 係 る 芸 能 ・ 工 芸 担 い 手 育 成 の 取 組 」な
ど、寄附金の使途を選択制にすることで、県民等との連携・
協働の形を見える化するなど、復興基本計画推進に係る新た
な寄附金に取り組む必要がある。
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３．基本施策の推進にあたり留意すべき事項

基本施策１ 正殿等の早期復元と復元過程の公開

u 首里城の将来の修繕や改築に向け 、 県 や市町村が行 っ て い る
イ ヌ マ キ や オ キ ナ ワ ウ ラ ジ ロ ガ シ の植樹 、 育樹等 を県民運動 と
して取 り組んでい く必要がある 。

u 首里城 の屋 根 の龍頭棟飾等 の製作 は 、 県 内 の 伝 統工芸技術
が生か さ れ る べ く 、 県 は 、 組 合 や 技術者 と連携 し て 、 国 の 進め
る復元に積極的に関与してい く必要がある 。

u 「 見 せ る 復興 」 に関 し 、 復 元作業の進捗に よ り 日 々 変化 し て い
く 「 今 し か 見 ら れ な い 」 機 会 を歴史 ・ 文 化 の学習 に生か す と と
もに 、文化観光と し て も取 り組んでい く必要がある 。

基本施策 2 火災の原因究明及び防火設備・施設管理体制の強化

u 最 新 技 術 を 活 用 し た 「 省 人 化 」 の シ ス テ ム も 重 要 だ が 、 最 終
的 に は そ れ ら を 使 う 人 の配 置や連絡体制の構築 な ど 、 人 間 の
力が大切である こ と を踏まえた取組が必要である 。

u 日頃の管理体制は指定管理者が行 ってい る こ と か ら 、 そ の 「役
割 」 を 明 示 し 、 想 定 さ れ る 様 々 な出火要因 に対応 す る 「 訓練 」
を明確に位置づけ 、目に見えた取組とす る必要がある 。

基本施策３ 首里城公園のさらなる魅力の向上

u 首 里 城 城 郭 内 施 設 や 玉 陵 な ど 、 首 里 城 公 園 及 び そ の 周 辺 の
歴史 ・ 文 化施設 と 交 通機関等 の入場 ・ 交 通 料金等 を パ ッ ケ ー
ジ化す る各機能の一体的な運営など 、 首里城公園及び その周
辺地域の魅力向上につなげる仕掛け作 りが必要である 。

u 首里城公園 に県民が親 し み を 持つ ため には 、 そ の 利活用に あ
た っ て 、 よ り 柔 軟 な 運 用 を 可 能 と す る 条 件 の 整 備 が必 要 で あ
り 、 県民等参画によ る検討を進め 、国 に対 し積極的に働 きかけ
てい く必要がある 。

基本施策４ 文化財等の保全、復元、収集

u 首里城の歴史 ・ 文化 を さ ら に掘 り 下げ 、 さ ら な る 魅力 を見いだ
す 研 究 と と も に 、 こ れ を 次 世 代 に つ な い で い く 人 材 育 成 の 視
点 を 加 味 し て 、 復 興 基 本 計 画 で 掲 げ る 中 城 御 殿 跡 の 整 備 及
び運営体制を検討してい く必要がある 。
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u 長期的視点に立ち 、 文化財等美術工芸品の修復など 、 首里城
復 興 に 関 連 し た 取 組 に 関 す る 県 立 芸 術 大 学 の 役 割 等 に つ い
て 、 課 題 、 解 決 方 法等 を 議 論 す る た め 、 復 興 基 本 計画期 間内
に県 、大学等関係者及び専門家等によ る委員会等を立ち上げ
取り組んで行 く必要がある 。

基本施策５ 伝統技術の活用と継承

u 焼 失 ・ 被 災 し た 文 化 財 等 美 術 工 芸 品 の 復 元 及 び 修 復 に 当 た
っ て は 、 そ の 多 く を 所 有 す る 一 般 財 団 法人 沖縄 美 ら 島 財 団 に
一任 す る のでは な く 、 大 学等 の研究機関や離島在住を含めた
技 術者 と の 協 働 に よ り 推 進 し て い く こ と を 目 指 し 、 沖 縄 県 が 、
同財団 と技術者等をつ な ぐ シ ス テ ム 、 体 制づ く り を 主導 し て い
く必要がある 。

u 中長期的 な 取 り 組 み と し て 、 伝 統 工 芸技 術者 の 育成 、 技 術 の
伝 承 ・ 継 承 に 関 し 、 既 存 の 産 地組合 単体 の強 化 に 加 え 、 各 産
地 組 合 が 有 機 的 な つ な が り を 持 ち 展 開 し て い く こ と を 目 指 す
伝統工芸全般を統括す る仕組みの あ り 方等 を 検討 し て い く 必
要がある 。

基本施策６ 「新・首里杜構想」による歴史まちづくりの推進

u 首里杜構想は風景づ く りで あ り 、 10 年 、 20 年ではな く 、 100
年 後 な ど 、 超 長 期 を見 据 え 、 具 体 的 な取 組 を検 討 す る 必 要が
ある 。

u 中城御殿跡 、 円 覚寺跡 、 松 崎馬場跡や御茶屋御殿な ど 、 重要
な文 化財 に つ い て 、 専 門委 員会 を 設置 し 、 段 階 的 整備 に 向 け
たロー ドマ ッ プを作成し 、 取 り組む必要がある 。

u 首里杜地区の住民 ・ 事業者等や観光 ・ 交通事業者等 と協働 し
て 交 通 環 境 の 目 標 水 準 を 設 定 し て い く 体 制 の 構 築 が 必 要 で
ある 。

基本施策 7 歴史の継承と資産としての活用

u 首里地域には 、 歴史 ・ 文化的遺産や食を含めた伝統的な産業
等 が 近 接 し て 点 在 し て お り 、 こ れ を 線 、 又 は 面 と し て 捉 え 、 周
遊 を 促 す こ と が重要で あ る 。 こ の た め 、 全体 を 歴史 ・ 文 化面 を
中 心 と し て 歴 史 上 の 出 来 事 等 を 物 語 化 し 発 信 す る と と も に 、
那覇市 、 事業者 、 団体等の関係者が一体 と な り つ つ も 、 そ れ ぞ
れが特徴を発揮 し て主体的に取 り組 んでい く 仕組みの構築が
必要である 。
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u 首里城及び そ の 周辺 に は第 32 軍 司令部壕の み な ら ず 、 留 魂
壕 等 の 戦 争 遺 跡 が 存 在 し て お り 、 平 和 を 希 求 す る 「 沖 縄 の こ
こ ろ 」 の 発信 と し て 、 こ れ ら を ど の よ う に 位置づ け 、 保 存 ・ 活 用
し て い く か な ど 、 全 体的な議論 ・ 検 討 に取 り 組 んでい く 必要が
ある 。

基本施策８ 琉球文化のルネサンス

u し ま く と ぅ ば の 復 興 は 文 化 の 復 興 に 不 可 欠 で あ り 、 学 校 教 育
の場におけ る 「 し ま く と ぅ ば教育 」 を制度的に位置づけ る など 、
学校単体ではな く 、 組織的に取 り組んでい く必要がある 。

u 県立博物館 ・ 美 術 館 、 那 覇市 歴史博物館 、 浦 添美 術館 、 国 立
劇場お き なわな ど 、 点 と し て存在 す る拠点 を線 と し て 結び合わ
せ る こ とで 、 琉球文化の発信力を充実 、 強化 し て い く仕掛け作
りが必要 。

u 伝統工芸技術者 の経済的 な 安定 を 確 保 す る た め 、 も の づ く り
を 中 心 と し つ つ も そ れ 以 外 に も 稼 ぐ 力 が 重 要 で あ り 、 観 光 業
等 と の 連携等異業種交流 を促進 し 、 新 た な展開に つ なげ て い
く必要がある 。
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懇談会の実施状況

開催時期 会 議 等 議 事

令和2年 第１回有識者懇談会 ・有識者懇談会の進め方

9月14日 第１回琉球文化継承・振興検討部会 ・首里城復興基本計画の策定について

第１回新・首里杜構想検討部会 ・首里城復興基本方針を踏まえた県の取組（火

合同会議 災後の取組）

・首里城復興基本方針に基づく今年度の沖縄県

の取組状況

・首里城復興基本方針に関連する取組（従来の

取組）

10月23日 第２回琉球文化継承・振興検討部会 ・琉球文化のルネサンスの捉え方について

・首里城復興基本計画（たたき台）について

10月28日 第２回新・首里杜構想検討部会 ・新・首里杜構想の策定について

11月27日 第２回有識者懇談会 ・首里城復興基本計画（たたき台）について

12月21日 第３回琉球文化継承・振興検討部会 ・首里城復興基本計画（たたき台）について

12月28日 第３回新・首里杜構想検討部会 ・首里城復興基本計画（たたき台）について

令和3年 第３回 有識者懇談会 ・首里城復興基本計画（素案）について

2月8日 ・首里城復興基本計画に関する有識者懇談会に

おける議論結果の報告について


